
 

第 ４８ 号議案 

 

国立市個人情報の保護に関する法律施行条例案 

 

上記の議案を提出する。 

 

令和 ４ 年 １２ 月 １ 日 

 

 

提出者  国 立 市 長    永 見 理 夫 

 

 

（説 明） 個人情報の保護に関する法律の一部改正に伴い、同法の施行に

必要な事項を定めるとともに、現行の国立市個人情報保護条例に

定める制度のうち必要な制度を存続させることにより、個人情報

の適切な取扱いを確保し、行政のデジタル化が進展する中におい

て個人情報の保護を図るため、条例を制定するものである。 

    

 

国立市個人情報の保護に関する法律施行条例案 

 

（趣 旨） 

第 １ 条 この条例は、個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第  

５７号。行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関

する法律（平成２５年法律第２７号）第３０条第１項又は第３１条第１項

の規定により一部の規定が適用されず、又は読み替えて適用される場合を

含む。以下「法」という。）の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 

（定 義） 

第 ２ 条 この条例において「市の機関」とは、市長、教育委員会、選挙管理

委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。 

２ 前項に規定するもののほか、この条例で使用する用語の意義は、法及び

個人情報の保護に関する法律施行令（平成１５年政令第５０７号）で使用



 

する用語の例による。 

（市の機関の責務） 

第 ３ 条 市の機関は、法の目的を達成するため、個人情報の保護に関し必

要な施策を講ずるとともに、その重要性について市民、事業者等への意識

の啓発に努めなければならない。 

２ 市の機関は、個人情報の収集、保管及び利用をするときは、市民等の権利

利益を侵害しないよう必要な措置を講ずるとともに、自己を本人とする個

人情報（第５条において「自己情報」という。）を管理する権利が保障され

るよう努めなければならない。 

（事業者の責務） 

第 ４ 条 事業者は、個人情報の保護の重要性を認識し、個人情報の取扱い

に当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう努めるとともに、

個人情報の保護に関する市の施策に協力するものとする。 

（市民等の責務） 

第 ５ 条 市民等は、自己情報の適正な管理に自ら努めるとともに、個人情

報の取扱いに当たっては、他者の権利利益を不当に侵害することのないよ

う努め、個人情報の保護に関する市の施策に協力するものとする。 

（条例要配慮個人情報に係る記述等） 

第 ６ 条 法第６０条第５項の条例で定める記述等は、本人の性的指向（国

立市女性と男性及び多様な性の平等参画を推進する条例（平成２９年１２

月国立市条例第３６号）第２条第５号に規定する性的指向をいう。）又は性

自認（同条例第２条第６号に規定する性自認をいう。）に関する事項を内容

とする記述等とする。 

（目的外利用等の届出等） 

第 ７ 条 市の機関は、法第６９条第１項又は第２項の規定により利用目的

以外の目的のために保有個人情報を自ら利用し、又は提供しようとすると

きは、規則で定めるところにより、あらかじめ市長に届け出なければなら

ない。 

２ 市の機関は、前項の規定による利用又は提供をしたときは、その旨を公

表しなければならない。 

３ 市長は、第１項の規定による届出があったときは、その旨を国立市情報

公開条例（平成１４年１２月国立市条例第３５号）第１５条第１項に規定



 

する国立市情報公開及び個人情報保護審議会（以下「審議会」という。）に

報告しなければならない。 

（個人情報取扱業務の登録等） 

第 ８ 条 市の機関は、個人情報を取り扱う業務（以下この条において単に

「業務」という。）を開始しようとするときは、規則で定めるところによ

り、あらかじめ次に掲げる事項を登録しなければならない。 

(１) 業務の名称及び内容 

(２) 業務の対象者の範囲 

(３) 個人情報の利用目的及び収集方法 

(４) 取り扱う個人情報の項目及び当該項目が要配慮個人情報又は条例要 

配慮個人情報に該当するときは、その旨 

(５) 取り扱う個人情報の保存期間 

(６) 前各号に定めるもののほか、規則で定める事項 

２ 市の機関は、前項の規定により登録した内容を変更しようとするときは、

あらかじめ変更の登録をしなければならない。 

３ 前２項の規定にかかわらず、市の機関は、緊急かつやむを得ないときは、

業務を開始し、又はその内容を変更したとき以後に前２項の規定による登

録をすることができる。 

４ 市の機関は、前３項の規定により登録した業務を廃止したときは、速や

かに登録の抹消をしなければならない。 

５ 市の機関は、前各項の規定による登録又は抹消をしたときは、規則で定

めるところにより、市長に通知するとともに、その旨を公表しなければな

らない。ただし、公表することにより、業務の性質上、当該業務の適正な遂

行に著しい支障を及ぼすおそれがあると市の機関が認めるときは、公表し

ないことができる。 

６ 市長は、前項の規定による通知を受けたときは、その旨を審議会に報告

しなければならない。 

（個人情報ファイル簿の作成等） 

第 ９ 条 市の機関は、法第７５条の規定により個人情報ファイル簿の作成

及び公表を要する個人情報ファイルを保有しようとするときは、あらかじ

め、個人情報ファイル簿を作成し、その内容を市長に通知しなければなら

ない。 



 

２ 市の機関は、前項の規定により通知した内容を変更しようとするときは、

あらかじめその内容を市長に通知しなければならない。 

３ 前２項の規定にかかわらず、市の機関は、緊急かつやむを得ないときは、

個人情報ファイルを保有し、又はその内容を変更したとき以後に前２項の

規定による個人情報ファイル簿の作成及び通知をすることができる。 

４ 市の機関は、個人情報ファイルの保有をやめたときその他の個人情報フ

ァイル簿の作成が必要でなくなったときは、速やかにその旨を市長に通知

しなければならない。 

５ 市長は、前各項の規定による通知を受けたときは、その旨を審議会に報

告しなければならない。 

（代理人による開示請求） 

第１０条 市の機関は、法第７６条第２項の規定による代理人による開示請

求があった場合において、必要と認めるときは、規則で定めるところによ

り、当該開示請求について本人の意思を確認することができる。 

（開示請求の手続） 

第１１条 開示請求書には、法第７７条第１項各号に掲げる事項のほか、規

則で定める事項を記載するものとする。 

（不開示情報） 

第１２条 法第７８条第２項の規定により読み替えて適用する同条第１項の

開示することとされている情報として条例で定めるものは、国立市情報公

開条例第６条第１項第１号エに掲げる情報のうち、エに規定する公務員の

職務の遂行に係る情報に含まれる当該公務員の氏名（法第７８条第１項各

号（第２号ハを除く。）に該当するものを除く。）とする。 

（開示決定等の期限に関する特例） 

第１３条 市の機関が開示決定等をする場合における法第８３条第１項及び

第８４条の規定の適用については、同項中「３０日以内」とあるのは「 

１４日以内」とし、同条中「６０日以内」とあるのは「４４日以内」と、「同

条第１項」とあるのは「国立市個人情報の保護に関する法律施行条例（令和

４年  月国立市条例第   号）第１３条の規定により読み替えて適用

される前条第１項」とする。 

（開示請求に係る手数料等） 

第１４条 法第８９条第２項の規定により納めなければならない手数料の額



 

は、無料とする。 

２ 法第８７条第１項の規定による写しの交付（開示される保有個人情報が

電磁的記録に記録されている場合において市の機関が定める開示の実施の

方法として複製したもの又は出力したものの交付が定められているときは、

複製したもの又は出力したものの交付。以下この条において同じ。）により

保有個人情報の開示を受ける者は、当該写しの交付に要する費用を負担し

なければならない。 

（訂正請求の手続） 

第１５条 訂正請求書には、法第９１条第１項各号に掲げる事項のほか、規

則で定める事項を記載するものとする。 

（訂正決定等の期限に関する特例） 

第１６条 市の機関が訂正決定等をする場合における法第９４条第１項及び

第９５条の規定の適用については、同項中「３０日以内」とあるのは「 

１４日以内」とし、同条中「同条第１項」とあるのは「国立市個人情報の保

護に関する法律施行条例（令和４年  月国立市条例第   号）第１６条

の規定により読み替えて適用される前条第１項」とする。 

（利用停止請求の手続） 

第１７条 利用停止請求書には、法第９９条第１項各号に掲げる事項のほか、

規則で定める事項を記載するものとする。 

（利用停止決定等の期限に関する特例） 

第１８条 市の機関が利用停止決定等をする場合における法第１０２条第１

項及び第１０３条の規定の適用については、同項中「３０日以内」とあるの

は「１４日以内」とし、同条中「同条第１項」とあるのは「国立市個人情報

の保護に関する法律施行条例（令和４年  月国立市条例第   号）第

１８条の規定により読み替えて適用される前条第１項」とする。 

（国立市行政不服審査会への諮問） 

第１９条 市の機関が法第１０５条第３項において読み替えて準用する同条

第１項の規定により諮問する行政不服審査法（平成２６年法律第６８号）

第８１条第１項の機関は、国立市行政不服審査法施行条例（平成２８年３

月国立市条例第１号）第３条に規定する国立市行政不服審査会とする。 

（審議会への諮問等） 

第２０条 市の機関は、次の各号のいずれかに該当する場合において、個人



 

情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くこと

が特に必要であると認めるときは、審議会に諮問することができる。 

(１) この条例の規定を改正し、又は廃止しようとする場合 

(２) 法第６６条第１項の規定に基づき講ずる措置の基準その他市の機関

における個人情報の取扱いに関する運用上の細則、基準等を定めようと

する場合 

(３) 前２号に掲げる場合のほか、市の機関において個人情報の保護に関

する重要な施策を実施しようとする場合 

２ 審議会は、前項の規定により諮問を受けた事項のほか、市の機関の個人

情報保護制度の運営に関する重要事項について審議し、市の機関に対して

意見を述べることができる。 

３ 市の機関は、次に掲げる事項について、定期的に審議会に報告しなけれ

ばならない。 

(１) 個人情報を取り扱う情報システムのうち、規則で定めるものの導入

又は変更（軽微な変更を除く。） 

(２) 電子計算組織の結合（電子計算組織を利用する保有個人情報を、情報

伝達システムを利用して経常的に市の機関以外のものに提供することを

いう。）のうち、規則で定めるもの 

(３) 法第６８条第１項の規定により個人情報保護委員会に報告すべき保

有個人情報の漏えい等の事態 

(４) 前３号に掲げるもののほか、個人情報の取扱いに関する事項であっ

て、市の機関が必要と認めるもの 

（運用状況の公表等） 

第２１条 市長は、毎年１回、市の機関から法及びこの条例の運用状況の報

告を求め、これを取りまとめて公表するとともに、審議会に報告するもの

とする。 

（委 任） 

第２２条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項

は、規則で定める。 
 

付 則 
 

（施行期日） 



 

第 １ 条 この条例は、令和５年４月１日から施行する。ただし、次条の規

定は、公布の日から施行する。 

（準備行為） 

第 ２ 条 市長及び市の機関は、この条例の施行の日（以下「施行日」とい

う。）前においても、保有個人情報の目的外利用等の届出その他この条例を

施行するために必要な準備行為を行うことができる。 

（経過措置） 

第 ３ 条 施行日において現に市の機関が保有している個人情報ファイルに

ついての第９条第１項の規定の適用については、同項中「保有しようとす

る」とあるのは「保有している」と、「あらかじめ」とあるのは「この条例

の施行後遅滞なく」とする。 

（国立市個人情報保護条例の廃止） 

第 ４ 条 国立市個人情報保護条例（平成１４年１２月国立市条例第３６号）

は、廃止する。 

（国立市個人情報保護条例の廃止に伴う経過措置） 

第 ５ 条 施行日前に、前条の規定による廃止前の国立市個人情報保護条例

（以下この条において「旧条例」という。）第６条第１項又は第３項の規定

によりなされた旧条例第２条第１号に規定する個人情報（以下この条にお

いて「旧個人情報」という。）を取り扱う業務の登録及び旧条例第６条第２

項又は第３項の規定によりなされた変更登録（同条第４項の規定により登

録の抹消がされていないものに限る。）は、第８条第１項、第２項又は第３

項の規定によりなされた登録又は変更登録とみなす。この場合において、

旧条例第６条第５項の規定によりなされた審議会への報告及び公表は、第

８条第６項の規定によりなされた審議会への報告及び同条第５項の規定に

よりなされた公表とみなす。 

２ 施行日前に旧条例第１３条第１項若しくは第２項（旧条例第２１条第２

項及び第２６条第１項において準用する場合を含む。）、第２１条第１項、

第２４条、第２５条又は第３７条第２項の規定による請求（次項において

「開示請求等」という。）がされた場合における旧条例第３条第２項に規定

する自己情報の開示、訂正、削除及び利用又は提供の中止（これらに係る旧

条例第３１条に規定する手数料等を含む。）については、なお従前の例によ

る。 



 

３ 旧条例第２７条の規定は、この条例の施行前に旧条例第２条第７号に規

定する実施機関（以下この条において「旧実施機関」という。）が行った開

示請求等に対する決定に係る審査請求及びこの条例の施行前にされた開示

請求等に係る旧実施機関の不作為に係る審査請求について、なおその効力

を有する。 

４ この条例の施行の際現に審議会の委員である者に係る旧条例第２９条第

３項の規定による同条第１項に規定する審議において知り得た旧個人情報

を他に漏らしてはならない義務については、この条例の施行後も、なお従

前の例による。 

５ この条例の施行の際現に旧実施機関の職員である者又はこの条例の施行

前において旧実施機関の職員であった者に係る旧条例第３２条の規定によ

るその職務に関して知り得た旧個人情報を他に漏らし、又は不正に利用し

てはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。 

６ この条例の施行の際現に旧条例第３４条第１項に規定する受託者（以下

この項及び第８項第２号において単に「受託者」という。）である者若しく

は同条第１項の委託を受けた個人情報取扱事務に従事している者又はこの

条例の施行前において受託者であった者若しくは同項の委託を受けた個人

情報取扱事務に従事していた者に係る同条第２項の規定によるその事務に

関して知り得た旧個人情報を他に漏らし、又は不正に利用してはならない

義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。 

７ この条例の施行の際現に旧条例第３６条第１項に規定する国立市の公の

施設を管理する指定管理者に係る公の施設の管理業務に従事している者又

はこの条例の施行前において当該管理業務に従事していた者に係る同条第

２項の規定によるその業務に関して知り得た旧個人情報を他に漏らし、又

は不正に利用してはならない義務については、この条例の施行後も、なお

従前の例による。 

８ 次の各号のいずれかに該当する者が、正当な理由がないのに、この条例

の施行前において旧実施機関が保有していた個人の秘密に属する事項が記

録された旧条例第２条第２号アに係る個人情報ファイル（その全部又は一

部を複製し、又は加工したものを含む。）をこの条例の施行後に提供したと

きは、２年以下の懲役又は１００万円以下の罰金に処する。 

(１) 第５項に規定する者 



 

(２) この条例の施行の際現に受託者である者又はこの条例の施行前にお 

いて受託者であった者 

(３) 前項に規定する者 

９ 前項各号のいずれかに該当する者が、その業務に関して知り得た旧個人

情報をこの条例の施行後に自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で

提供し、又は盗用したときは、１年以下の懲役又は５０万円以下の罰金に

処する。 

１０ 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、

その法人又は人の業務に関して前２項の違反行為をしたときは、行為者を

処罰するほか、その法人又は人に対して、当該各項の罰金刑を科する。 

１１ 旧条例の廃止前にした旧条例の規定に違反する行為及び第４項の規定

によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの条例の施行後に

した行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

（国立市情報公開条例の一部改正） 

第 ６ 条 国立市情報公開条例の一部を次のように改正する。 

第３条中「国立市個人情報保護条例（平成１４年１２月国立市条例第３６

号」を「個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号）及び国立

市個人情報の保護に関する法律施行条例（令和４年   月国立市条例第 

  号」に改める。 

第１０条第１項及び第１１条第２項中「起算して」を削る。 

第１５条第３項中「国立市個人情報保護条例第２９条第１項及び第２項」

を「国立市個人情報の保護に関する法律施行条例第２０条第１項の規定に

より諮問を受けた事項及び同条第２項」に改める。 

（国立市情報公開条例の一部改正に伴う経過措置） 

第 ７ 条 この条例の施行前における前条の規定による改正前の国立市情報

公開条例第１５条第３項の規定による審議（この条例の施行の際審議を終

えていないものに限る。）については、前条の規定による改正後の国立市情

報公開条例第１５条第３項の規定に該当すると認められるものに限り、こ

の条例の施行後も、なお従前の例による。 

（国立市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例の一部改正） 

第 ８ 条 国立市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例（平成

１７年９月国立市条例第１６号）の一部を次のように改正する。 



 

第１３条第１項を次のように改める。 

指定管理者は、公の施設の管理の業務を行うに当たっては、個人情報の

保護に関する法律（平成１５年法律第５７号）第６６条第２項の規定にお

いて準用する同条第１項の規定により、個人情報の安全管理のために必

要かつ適切な措置を講ずるとともに、同法の規定に基づき個人情報を取

り扱うものとする。 

（国立市住民基本台帳の閲覧等に関する条例の一部改正） 

第 ９ 条 国立市住民基本台帳の閲覧等に関する条例（平成１７年１２月国

立市条例第２２号）の一部を次のように改正する。 

第３条第４項後段を削る。 

（国立市債権管理条例の一部改正） 

第１０条 国立市債権管理条例（平成２５年１２月国立市条例第４３号）の

一部を次のように改正する。 

第１９条を次のように改める。 

（個人情報の取扱い） 

第１９条 市長は、市の債権に係る債務者の個人情報の取扱いに当たって

は、個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号）及び国立市

個人情報の保護に関する法律施行条例（令和４年  月国立市条例第 

  号）の規定を遵守しなければならない。 

（国立市行政不服審査法施行条例の一部改正） 

第１１条 国立市行政不服審査法施行条例の一部を次のように改正する。 

第４条第１項第２号及び第３号を次のように改める。 

(２) 個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号）第１０５

条第３項において読み替えて準用する同条第１項の規定による諮問 

(３) 国立市情報公開条例（平成１４年１２月国立市条例第３５号）第

１３条第３項の規定による諮問 

第４条第２項中「前項第２号又は第３号」を「前項第３号」に、「第４条

第１項第２号若しくは第３号」を「第４条第１項第３号」に改める。 

（国立市行政不服審査法施行条例の一部改正に伴う経過措置） 

第１２条 この条例の施行前になされた前条の規定による改正前の国立市行

政不服審査法施行条例第４条第２号及び第３号に規定する諮問については、

この条例の施行後も、なお従前の例による。 


